
 
 

2024 年度（令和 6 年度） 事業計画書 
 
京都私学振興会は、1963 年（昭和 38 年）5 月に設立して以来 60 有余年の永きに亘って、

府内の私学の振興発展に資する諸事業を行ってまいりました。 
殊に、1993 年（平成 5 年）5 月に現在地に移転して以降は、資金運用益を主な財源とし

て私学関係団体助成金の増額や教育機器の寄贈、顕彰奨学金事業の創設、広報活動、教職員

の福利厚生事業などの私学支援事業を積極的に展開して、「私学振興」の名を冠する公益財

団法人に相応しい発展を遂げてまいりました。 
近年、少子化の進展と長々と続いた新型コロナの蔓延のため、私学を取り巻く環境は年々

厳しさを増していますが、2024 年度(令和 6 年度)に至ってようやくコロナ騒ぎも落ち着い

てきましたので、私学会館の一般利用客への誘致を積極的に行い私学支援事業を確実に実

施してまいります。 
 

1. 資金運用 

当振興会は、平成 5 年に現在の室町の地に移転して後は、資金運用による果実収入

を主たる収入源にして事業活動を展開しています。 

当振興会は、数十億円に及ぶ資金を保有して運用していますが、資金の運用は為替

や金利の変動によって得られる収入が大きく変動して、多額の運用益が得られる年度

もあれば、年度末の決算時に為替が急落して多額の評価損の計上を余儀なくされる場

合もあります。 

当振興会では、毎年度当初に策定する「資金運用方針」に則って出来るだけ多額の

運用益を得るために、運用債券を分散して保有するとともに、毎日の債券の価格の変

動を丹念に記録して、価格の下落傾向がみられた債券についてはこれを売却して、他

の債券に変更するなどの作業を行って、毎年度の運用益がプラスになるよう努力して

います。 

 

2. 私学振興事業 

(1) 私学教育充実助成金交付事業 (公益目的事業) 
私学関係団体に助成金を交付して私学関係諸団体が行う諸事業を資金面より支援

することは、当振興会にとって最も重要な事業です。 
当年度も、各団体から提出された助成希望額について、助成金査定委員会の議を経

た後、理事会の承認を得て下記の私学関係諸団体に助成金を交付します。 
京都府私立幼稚園連盟 
京都府私立小学校連合会 

      京都府私立中学高等学校連合会 
京都府私立中学高等学校経営者協会 
京都府私立中学高等学校保護者会連合会 
京都府専修学校各種学校協会 

 
 



 
 

(2) 顕彰事業 (公益目的事業) 
日々教育活動やクラブ活動に研鑽努力している教職員・生徒・クラブ・私学経営

者に京都私学振興会賞を授与する顕彰事業は、2006 年度に創設して以来回を重ねる

ごとに内外関係者より高い評価を頂いて、当年度で第 19 回を数えることとなりま

した。 
当年度も、各学校から推薦された受賞候補者について審査委員会で審査の後、理

事会の承認を得て下記の各賞を授与します。 
① 私学振興賞Ⅰ 
教育・研究・指導面において顕著な実績を残し大きい成果をあげた教職員 

② 私学振興賞Ⅱ 
特色ある教育計画を実施して、成果をあげていると認められる学校等 

③ 文化スポーツ活動賞Ⅰ 
文化芸術活動やスポーツ活動により極めて優秀な成績をあげたクラブ等 

④ 文化スポーツ活動賞Ⅱ 
文化芸術活動やスポーツ活動により極めて優秀な成績をあげた生徒等 

⑤ 特 別 賞 
永年学校経営に携わり私学の発展に顕著な功績をあげた私学経営者、 
私学関係団体役員として私学の振興発展に多大の貢献を尽くした方、 
私学教育の充実に顕著な功績をあげた個人、団体 

⑥ 教育研究奨励金 
日々私学教育の充実に専念努力している教員又は教育研究グループ 

 
(3) 奨学金事業 (公益目的事業) 

京都私学振興会奨学金は、京都私学振興会賞とともに 2006 年度に創設して以来

学費支弁者の死亡等により就学の継続が困難となった生徒に対して奨学金を給付す

る事業として、これまで多数の生徒たちを支援してまいりました。 
当年度も、審査委員会の答申に基づき、向学心をもつ生徒が教育を受ける機会を

失うことのないよう奨学金を給付します。 
 

(4) その他の私学支援事業 (公益目的事業) 
上記の諸事業の他、当年度の資金運用の状況に応じて、教育機器の寄贈、私学支援

広報などの私学支援事業を適宜行ってがんばる私学を応援します。 
 
3. 会館事業 

京都私学会館は、私学教育の充実のための事業活動の拠点として、各私学関係団体に事

務室を貸与すると共に、私学関係者の会議・研修の場として、更には広く府内の一般企業

の会議室として、永年に亘り府内の教育文化の向上に寄与してまいりました。 
最近の 2～3 年間は新型コロナの感染防止のため一般企業への会議室貸与を制限し、こ

の間を利用して、After コロナ時代に備えて、地階会議室の大改修を始め全館の Web 環

境の整備を積極的に実施してまいりました。 
 



 
 

当年度に至りようやくコロナ騒ぎも落ち着いてきましたので、この機会に私学関係者

を始め一般利用客に対して会館の広報パンフレットの送付などを行って、会議室の貸与

事業を積極的に講じてまいります。 
なお、当会館の冷暖房設備は昨年度に全館の工事が完了して、会議室及び事務室を含め

て最新式の冷暖房設備が整いました。 
                
【私学会館の事業】 

(1) 私学関係団体に対する事務室の貸与 (公益目的事業) 
府内の私学関係団体が行う事業活動を支援するため、京都私学会館内に事業活 
動の拠点として事務室を貸与します。 
【事務室を貸与している私学関係団体】 

京都府私立幼稚園連盟 
京都府私立小学校連合会 
京都府私立中学高等学校連合会 
京都府私立中学高等学校経営者協会 
京都府私立中学高等学校保護者会連合会 
京都府私学修学支援相談センター 
京都府専修学校各種学校協会 
京都府私学退職金財団 

(2) 私学関係者に対する会議室貸与及び助成 (公益目的事業) 
私学関係団体や私学関係者が行う会議・研修・講演等のため会議室・共同研修 
室を貸与し、｢私学会館運営管理規程｣に基づき会議室利用料の全額又は半額 
助成を行います。 

(3) 一般企業等に対する会議室の貸与 (収益事業) 
京都私学会館は、私学関係団体や学校等の公益目的利用を主としますが、広く 
一般企業・団体・個人の行う会議等の用にも供します。 

 
4. 教職員福利厚生事業 (共益事業) 

教職員の福利厚生の充実は、私学教育の充実のため極めて重要な事業です。 
当振興会は｢京都私学互助会｣を組織して、私学の教職員及びその家族の医療・慶弔・退

会一時金・厚生文化・貸付等の諸事業を行っています。 
当年度も、各事業の充実により私学教職員の福利厚生の増進に努めます。 

 
【京都私学互助会の事業】 

(1) 給付事業 
医療関係給付金 
会員または被扶養者が疾病・負傷の際、見舞金を給付します。 
給付の種類‥‥療養補助費、家族療養費、入院見舞金、障害見舞金 
 
 
 



 
 

慶弔関係給付金 
会員または被扶養者の結婚・出産・育児・死亡・災害等に際して慶弔金を給付

します。 
給付の種類‥‥結婚祝金・出産祝金・育児手当金・介護手当金・弔慰金 

災害見舞金 
退会一時金 
退職等により互助会の会員資格を喪失した者に規約により退会一時金を給付

します。 
(2) 貸付事業 

一般貸付金‥‥不時の出費を援助するため貸付を行います。 
入学資金貸付‥子女の入学金の援助を行うため入学資金の貸付を行います。 

 (3) 厚生文化事業 
映画、演劇、レジャー施設等の入場券の割引斡旋を行います。 

 
5. 評議員の改選  

現任の評議員の任期が、令和 5 年度決算に関する定時評議員会終結時のため、６月

開催の評議員会に於いて改選を行います。 
 

 6. 消防訓練の実施 

     2011 年 3月に発生した東北地方大震災に続き、当年も元旦早々に北陸地方を襲 

った大震災と津波によって、多くの方々が犠牲となられました。 

当振興会も、災害は何時発生するか分からないとの教訓をもとに、昨年 12 月に 

消防署の協力を得て私学会館に勤務する全職員が参加する消防訓練を実施し、下京

消防署より表彰を受けました。 

当年度も昨年度に続き訓練を実施して、災害に対する意識の向上に努めます。 

 
 
以上 


